
誰
も
が
加
齢
と
と
も
に
高
い
音

か
ら
徐
々
に
聞
こ
え
に
く
く
な

る
、
70
歳
を
超
え
る
と
半
数
以
上
に
難

聴
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

言
葉
が
聞
こ
え
に
く
く
な
る
と
認
知

機
能
が
低
下
し
、
日
常
生
活
の
中
で
意

思
疎
通
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
た

り
、
社
会
参
加
を
た
め
ら
っ
た
り
す
る

要
因
と
な
る
。

　

内
閣
府
は
令
和
４
年
12
月
に
改
定
し

た
「
孤
独
・
孤
立
対
策
の
重
点
計
画
」

に
お
い
て
難
聴
者
の
た
め
の
補
聴
器
等

の
利
用
に
よ
る
社
会
参
加
の
推
進
が
記

載
さ
れ
た
。
高
齢
者
の
生
活
の
質
を
守

る
上
で
、
難
聴
対
策
を
行
う
こ
と
が
重

要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

旭
川
市
で
は
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
補

聴
器
の
助
成
を
行
う
こ
と
を
決
め
て
い

る
。
各
自
治
体
も
独
自
に
制
度
を
設
け
、

令
和
３
年
に
は
36
自
治
体
で
あ
っ
た

が
、
今
年
１
月
時
点
で
２
３
７
自
治
体

に
広
が
っ
て
い
る
。
令
和
３
年
８
月
に

「
補
聴
器
購
入
に
対
す
る
公
的
補
助
制

度
を
求
め
る
陳
情
」
が
１
０
７
６
筆
の

署
名
と
共
に
幕
別
町
議
会
に
提
出
さ

れ
、
令
和
４
年
第
一
回
定
例
会
で
趣
旨

採
択
と
な
っ
て
い
る
。

　

町
の
高
齢
者
福
祉
の
考
え
に
つ
い
て

以
下
伺
う
。

⑴
「
第
９
期
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護

保
険
事
業
計
画
・
認
知
症
施
策
推
進
計

画
」
の
策
定
に
係
る
実
態
調
査
に
お
い

て
、
高
齢
者
の
補
聴
器
に
関
す
る
ニ
ー

ズ
を
把
握
す
る
と
し
て
い
た
が
状
況
は
。

⑵
補
聴
器
購
入
の
助
成
制
度
創
設
の
考

え
は
。
ま
た
、
補
聴
器
は
調
整
が
必
要

で
あ
り
、
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
が
か
か
せ
な

い
こ
と
か
ら
、
制
度
を
実
施
す
る
場
合

は
、
「
認
定
補
聴
器
技
能
者
（
※
１
）
」

が
在
籍
す
る
店
舗
で
の
購
入
を
条
件
と

す
る
考
え
は
。

⑶
難
聴
は
本
人
が
気
づ
き
に
く
い
こ
と

か
ら
、
ス
マ
イ
ル
検
診
で
聴
力
検
査
を

実
施
す
る
考
え
は
。

  

町　

長

町　

長  

⑴
幕
別
町
高
齢
者
保
健
福
祉
ビ
ジ
ョ
ン

２
０
２
４
策
定
の
参
考
資
料
と
す
る
た

め
、
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
圏
域
ニ

ー
ズ
調
査
」
の
中
で
、
日
常
的
な
耳
の

聞
こ
え
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
。

　

令
和
５
年
度
末
時
点
で
65
歳
か
ら
89

歳
と
な
る
１
７
２
７
人
を
対
象
に
実
施

し
、
回
答
者
数
は
１
２
７
３
人
（
73
・

７
％
）
で
、
「
日
常
生
活
で
耳
の
聞
こ

え
に
不
安
が
あ
る
」
と
回
答
し
た
方
は

４
５
５
人
（
35
・
７
％
）
、「
不
安
が
な
い
」

は
７
８
３
人
（
61
・
５
％
）
、
無
回
答
は

35
人
（
２
・
８
％
）
で
あ
っ
た
。

　

「
日
常
生
活
で
耳
の
聞
こ
え
に
不
安

が
あ
る
」
と
回
答
し
た
方
の
う
ち
、「
日

常
的
に
補
聴
器
を
使
用
し
て
い
る
」
と

回
答
し
た
方
は
１
０
０
人
（
22
・
０
％
）
、

「
使
用
し
て
い
な
い
」
は
３
４
９
人

（
76
・
７
％
）
、
無
回
答
は
６
人
（
１
・
３

％
）
で
あ
っ
た
。

　

補
聴
器
を
使
用
し
て
い
な
い
理
由
と

し
て
は
、
「
日
常
生
活
は
問
題
な
い
」

は
２
４
７
人
（
70
・
８
％
）
、
「
費
用
が

高
い
」
は
52
人
（
14
・
９
％
）
、
「
聞
き

た
い
音
以
外
の
音
を
拾
う
た
め
」
は
18

人
（
５
・
２
％
）
、
「
使
用
方
法
が
わ
か

ら
な
い
」
は
４
人
（
１
・
１
％
）
、
無
回

答
は
28
人
（
８
・
０
％
）
で
あ
っ
た
。

⑵
導
入
市
町
村
や
町
内
の
補
聴
器
利
用

者
、
さ
ら
に
は
販
売
事
業
者
な
ど
か
ら

情
報
収
集
を
行
い
事
業
効
果
を
確
認
の

上
、
年
内
を
目
途
に
方
向
性
を
見
い
だ

し
て
い
く
。

　

ま
た
、
認
定
補
聴
器
技
能
者
は
、
令

和
６
年
６
月
１
日
現
在
、
十
勝
管
内
で

11
人
の
方
が
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

　

補
聴
器
は
利
用
者
個
々
の
状
態
に
応

じ
た
調
整
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
必
要
と

な
る
も
の
で
あ
り
、
助
成
制
度
を
導
入

す
る
場
合
に
は
、
効
果
的
な
制
度
の
運

用
を
図
る
た
め
必
要
な
条
件
に
つ
い
て

も
研
究
し
て
い
き
た
い
。

⑶
現
在
、
国
の
難
聴
へ
の
対
応
に
関
す

る
連
絡
会
議
に
お
い
て
、
今
後
、
費
用

対
効
果
を
含
め
て
検
討
が
必
要
で
あ
り

必
要
な
知
見
を
収
集
し
て
い
く
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
面
は
国
の
動
向

を
注
視
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

日
々
の
相
談
業
務
や
出
前
講
座
な
ど

を
活
用
し
て
難
聴
に
関
す
る
啓
発
や
、

個
々
の
状
態
に
応
じ
て
専
門
医
へ
の
受

診
勧
奨
に
努
め
る
と
と
も
に
、
保
健
師
、

栄
養
士
な
ど
に
よ
る
生
活
習
慣
病
に
対

す
る
日
常
的
な
保
健
指
導
に
引
き
続
き

取
り
組
む
こ
と
で
、
難
聴
者
の
方
の
早

期
予
防
や
早
期
発
見
な
ど
に
努
め
て
い

き
た
い
。

■ 一 般 質 問 ■ 

⓮2024.8 月号

答問
年
内
を
目
途
に
方
向
性
を
見
い
だ
し
て
い
く

加
齢
に
よ
る
難
聴
者
の
補
聴
器
購
入
に
助
成
制
度
を

問

荒　 貴 賀 議 員
（日本共産党
幕別町議員団）

（
※
１
）「
認
定
補
聴
器
技
能
者
」

公
益
財
団
法
人
テ
ク
ノ
エ
イ
ド
協
会
の
認

定
を
受
け
た
補
聴
器
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス

ト
。
補
聴
器
を
購
入
す
る
人
の
使
用
目
的

や
使
用
環
境
の
相
談
に
応
じ
、
補
聴
器
の

適
合
調
整
や
効
果
測
定
、
使
用
指
導
な
ど

を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


